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（提 供 書 類）
事 業 報 告

１． 企業集団の現況に関する事項
� 企業集団の事業の経過及び成果並びに対処すべき課題

当期におけるわが国経済は、企業収益が改善し、設備投資が持ち直す

なか、雇用環境は依然厳しく、円高や政策効果剥落の影響で秋口以降に

景気は足踏み状態となりました。年末からは輸出や生産に持ち直しの動

きが見られ、自律性は弱いながらも景気回復に転じつつあるなかで、東

日本大震災が発生しました。

私どもの業界は、建設用クレーンにおいて、国内では弱いながらも需

要が回復し、海外では一部地域に回復の動きが見られましたが、主力の

欧米市場では需要が概ね半減しました。

このような経営環境の激変のなか、当社グループは、マーケットシェ

アアップによる売上確保に努め、引続き SVE活動による原価低減、総

人件費圧縮と徹底的な諸経費削減、たな卸資産の適正化に取り組みまし

た。なお、東日本大震災の影響による部品の調達難で、期末に志度工場

生産ラインの一部を１週間停止しました。

国内売上高は、建設用クレーン・車両搭載型クレーン・高所作業車の

売上が揃って増加し、５１５億３千万円（前期比１０７．２％）となり、海外売

上高は、需要減少や円高下の競争激化により大幅に減少し、３８２億７千

７百万円（前期比６８．１％）となりました。この結果、総売上高は、８９８

億７百万円（前期比８６．１％）となりました。なお、海外売上高比率は、

４２．６％となりました。

経常損益につきましては、総人件費圧縮と諸経費削減に注力しました

が、売上減少にともなう粗利低下に加えて、販売価格の低下、原材料価

格や操業度低下による原価の上昇、円高にともなう為替差損２億７千８

百万円の発生により、３８億８千６百万円の損失（前期２億９千７百万円

の利益）となりました。当期純損益につきましては、投資有価証券評価

（ ）平成２２年４月１日から
平成２３年３月３１日まで

― ２ ―



損１９億８千１百万円・主に米国子会社タダノ・マンティスCorp．に関わ

る減損損失１６億８千９百万円・退職給付制度改定損１２億３千９百万円等

を特別損失に計上した結果、６７億２千２百万円の損失（前期８億９千５

百万円の損失）となりました。

主要品目別の状況は次のとおりです。

建設用クレーン

国内売上につきましては、弱いながらも需要が回復するなか、需要掘

り起こしに努め、１９８億６千６百万円（前期比１０６．２％）となりました。

海外売上につきましては、需要激減と円高の影響により、２７５億７千

４百万円（前期比５８．７％）となりました。

この結果、建設用クレーンの売上高は、４７４億４千万円（前期比７２．２

％）となりました。

車両搭載型クレーン

国内売上につきましては、排ガス対応等に伴い、トラック需要が回復

するなか、燃費や品質を一段と高めたモデルチェンジ製品の拡販に努

め、７１億４千８百万円（前期比１１２．１％）となりました。

海外売上につきましては、CIS や東南アジアでの拡販に努め、９億８

千８百万円（前期４億３千２百万円）となりました。

この結果、車両搭載型クレーンの売上高は、８１億３千７百万円（前期

比１１９．５％）となりました。

高所作業車

通信需要は厳しいものの、電力電工需要は横ばい、レンタル需要が増

加に転じるなか、シェアアップを図り、主には国内向けの高所作業車の

売上高は、１００億８千８百万円（前期比１２１．８％）となりました。

その他

部品、修理、中古車等のその他の売上高は、２４１億４千１百万円（前

期比１０３．０％）となりました。
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今後の経済見通しにつきましては、日本経済は、東日本大震災と夏場

の電力不足による影響が懸念されますが、年度前半には生産の落ち込み

も解消し、年度後半からは輸出の増加や復興需要を背景に景気は回復に

向かうことが期待されます。海外では、米国経済は緩やかな回復、欧州

経済は持ち直し見通しのなか、中国等の新興国が引続き世界経済を牽引

することが期待されます。

当社グループを取り巻く市場環境は、主力の建設用クレーンにおい

て、欧州市場では回復の足取りが重いものの、北米市場が回復に転じ、

エネルギー関連を始め各種プロジェクトによる需要の増加もあって、海

外需要は回復を見込み、国内需要は老朽化による買い替えで回復を見込

んでおります。また、車両搭載型クレーンの国内需要は減少、高所作業

車の国内需要は回復を見込んでおります。

当社グループは、平成２３年度（１１年度）を初年度とする『中期経営計

画（１１－１３）』にて、以下の７つの戦略（３＋２＋２）に取り組み、市

場構造の変化に適応した企業、市場変動に耐え得る企業を目指します。

１）事業戦略（�戦略市場の攻略、�環境対応製品の開発、�超大型
LE製品の開発）

２）競争力強化（�コスト競争力の強化、�品質とサービスの強化）
３）基盤強化（�ものづくり力の強化、�組織と人財のグローバル化）

私たちタダノグループは、「企業が社会や人との調和の中に生かされ

ている存在」との認識のもと、地域社会・国際社会発展への貢献と地球

環境の保全に役立つ事業活動を推進し、全てのステークホルダーの期待

に応え、企業価値を最大化することで、「世界に、そして未来に誇れる

企業」を目指します。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご理解とご支援を賜り

ますようお願い申し上げます。
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� 企業集団の設備投資等の状況

当期の設備投資は、９億６千４百万円となりました。なお、当期中に

完成した主要設備、当期において継続中の主要設備の新設・拡充及び重

要な設備の除却・売却につきましては、特記すべき事項はありません。

� 企業集団の資金調達の状況

当期の資金調達について特記すべき事項はありません。なお、機動性

とより安定した資金調達基盤を確保するため、総額５０億円（円貨１０億円、

外貨４０億円）のシンジケート方式のコミットメントラインを新規設定し

ております。

� 企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分
第６０期

（平成２０年３月期）
第６１期

（平成２１年３月期）
第６２期

（平成２２年３月期）
第６３期（当期）

（平成２３年３月期）

売 上 高 １７４，３６０百万円 １６２，７６７百万円 １０４，２５１百万円 ８９，８０７百万円

経常利益又は
経常損失（△）

１７，９８０百万円 １０，３３１百万円 ２９７百万円 △３，８８６百万円

当期純利益又は
当期純損失（△）

１１，６１９百万円 ５，５３９百万円 △８９５百万円 △６，７２２百万円

１ 株 当 た り
当期純利益又は
１ 株 当 た り
当期純損失（△）

９１．３２円 ４３．５６円 △７．０５円 △５２．９０円

純 資 産 ８７，４９０百万円 ８６，４６１百万円 ８４，６０８百万円 ７５，５９４百万円

総 資 産 １７７，４０４百万円 １７６，４６５百万円 １５９，８７５百万円 １４６，１６５百万円

連 結
子 会 社 数

２４社 ２５社 ２６社 ２４社

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、期中平均株式数により算
出しております。
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� 企業集団の主要な事業内容

当社グループは、建機事業（建設用クレーン、車両搭載型クレーン及

び高所作業車等の製造販売）を営んでおります。

� 重要な子会社の状況

区 分 主 な 製 品

建 設 用 ク レ ー ン
オールテレーンクレーン、ラフテレーンクレーン、
トラッククレーン、軌陸車、伸縮ブーム式クローラ
ークレーン

車両搭載型クレーン カーゴクレーン、車両運搬車、軌陸車

高 所 作 業 車
高所作業車、穴掘建柱車、高架道路・橋梁点検車、
軌陸車、照明車

そ の 他 部品、修理、中古車、リフター等

会 社 名 資 本 金
当 社 の
出資比率

主要な事業内容

フ ァ ウ ン Ｇ ｍ ｂ Ｈ
４５，２７４
千ユーロ

１００．０％ 建設用クレーン等の製造

タダノ・ファウンＧｍｂＨ
５，６２４
千ユーロ

（１００．０％）建設用クレーン等の販売

タダノ・アメリカ Corp．
２，５００
千米ドル

（１００．０％）建設用クレーン等の販売

四 国 機 工 株 式 会 社 １８０百万円 １００．０％ 建設用クレーン等の部品の製造

株式会社タダノアイメス ６０百万円 １００．０％ 建設用クレーン等の販売

（注）タダノ・ファウンGmbH及びタダノ・アメリカCorp．の当社の出資比率は、間接所
有の割合を表示しております。
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� 当社の主要な提携の状況

� 企業集団の主要な営業所及び工場等

相 手 先 国名 提 携 内 容

日立建機株式会社 日本
トラッククレーン及びクローラクレーンの販売提
携並びに高所作業車のOEM相互供給

コベルコクレーン株式会社 日本
ラフテレーンクレーンの完成車・キャリヤ部の生
産受託及びクレーン部の部品の共通化・共同購買

北京京城重工機械
有 限 責 任 公 司

中国
建設用クレーンの製造・販売を目的とする合弁会
社「北起多田野（北京）起重機有限公司」の設立
（資本金３０百万米ドル、当社出資比率５０％）

区 分 名 称 及 び 所 在 地

当 社

本 社 等 本社：香川県高松市、東京事務所：東京都墨田区

工 場
高松工場：香川県高松市、志度工場：香川県さぬき市、
多度津工場：香川県多度津町、千葉工場：千葉県千葉市

研 究 所 ・
試 験 場

技術研究所：香川県高松市
三本松試験場：香川県東かがわ市

支社・支店等

東日本支社：宮城県仙台市
北海道支店：北海道札幌市、東北支店：宮城県仙台市、
北陸支店：富山県富山市

中日本支社：東京都墨田区
関東支店：埼玉県上尾市、東京支店：東京都墨田区、
中部支店：愛知県一宮市

西日本支社：大阪府堺市
関西支店：大阪府堺市、四国支店：香川県高松市、
中国支店：広島県坂町、九州支店：福岡県大野城市

北京事務所：中国・北京市
中東事務所：アラブ首長国連邦・ドバイ市

重 要 な
子 会 社

本社及び工場

ファウンGmbH：ドイツ・バイエルン州（本社及び工場）
タダノ・ファウンGmbH：ドイツ・バイエルン州（本社）
タダノ・アメリカCorp．：米国・テキサス州（本社及び工場）
四国機工株式会社：香川県多度津町（本社及び工場）
株式会社タダノアイメス：東京都墨田区（本社）
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� 企業集団及び当社の従業員の状況

� 企業集団の従業員の状況

� 当社の従業員の状況

� 当社の主要な借入先の状況

区 分 従 業 員 数 前期末比増減

日 本 ２，１４７名 △２４名

欧 州 ５９３ △１９

米 州 １３７ △１８

そ の 他 ２１４ ＋１０９

合 計 ３，０９１ ＋４８

（注）従業員数は、就業人員を記載しております。

借 入 先
借 入 金 残 高

短期借入金 長期借入金 合 計

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 ― ３，７７０ ３，７７０

株 式 会 社 百 十 四 銀 行 ― ３，４２０ ３，４２０

株式会社三菱東京UFJ銀行 ― １，９２０ １，９２０

コンコルド・リース・アンド・ファイナンス株式会社 ３，２００ ― ３，２００

（注）当社の借入金総額１７，８７０百万円の１０％以上の借入先を記載しております。

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

１，４２４名 △１０名 ４１．９歳 １７．８年

（注）１．従業員数は、就業人員を記載しております。
２．従業員数には、嘱託１０８名を含み、出向者１７１名は含んでおりません。

百万円 百万円 百万円
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� 発行可能株式総数 ４００，０００，０００株

� 発行済株式の総数 １２９，５００，３５５株（自己株式２，４９６，２８３株含む）

� 株 主 数 ９，５３４名

� 大 株 主

２． 会社の株式に関する事項

株 主 名
当社への出資状況

持 株 数 持株比率

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社

１１，４５６ ９．０

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 ７，８０１ ６．１

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 ６，２４６ ４．９

株 式 会 社 百 十 四 銀 行 ６，１７１ ４．８

資 産 管 理 サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社

５，４２６ ４．２

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 ４，０１３ ３．１

株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 ３，３６７ ２．６

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 ３，２１６ ２．５

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信 託 銀 行 株 式 会 社

３，０２８ ２．３

多 田 野 弘 ２，８７６ ２．２

（注）１．発行済株式の総数（自己株式除く）の１０分の１以上の数の株式を保有する大株主
はおりません。
２．持株比率は、自己株式２，４９６，２８３株を控除して計算しております。
３．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、資産管理サービス信託銀行株式会
社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の持株数は、すべて当該各社の信託
業務に係る株式であります。
４．明治安田生命保険相互会社の持株数には、特別勘定口１３千株を含んでおります。
５．第一生命保険株式会社の持株数には、特別勘定口８千株を含んでおります。

千株 ％
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３． 会社役員に関する事項

� 取締役及び監査役に関する事項

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 多田野 宏 一 企画管理部門・開発部門統括

取締役・執行役員専務 鈴 木 正
CS部門・国内営業部門・海外営業部
門・欧州事業部門・米州事業部門統
括、営業統括部門担当

取締役・執行役員常務 大 薮 修 二
生産部門・品質安全部門統括、購買部
門・中国事業部門担当

取 締 役 伊 藤 伸 彦
TPGキャピタル株式会社顧問、コニ
カミノルタホールディングス株式会社
社外取締役

取 締 役 吉 田 康 之

常 勤 監 査 役 中 西 正 晴

常 勤 監 査 役 宇 川 悦 栄

常 勤 監 査 役 石 川 博 文

監 査 役 三 宅 雄一郎 弁護士（三宅法律事務所代表）

（注）１．当期中の取締役の異動
退任 平成２２年６月２５日開催の第６２回定時株主総会終結の時をもって、高戸紀幸
氏は取締役を退任いたしました。

２．取締役のうち伊藤伸彦、吉田康之の両氏は、社外取締役であり、株式会社東京証
券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３．取締役 吉田康之氏は、重要な兼職であった株式会社日建設計総合研究所取締役
を平成２３年３月２９日をもって退任いたしました。
４．監査役のうち石川博文、三宅雄一郎の両氏は、社外監査役であり、株式会社東京
証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
５．監査役 宇川悦栄氏は、当社経理担当部長を経験し、財務及び会計に関する相当
程度の知見を有するものであります。
６．当社とTPGキャピタル株式会社、コニカミノルタホールディングス株式会社及
び三宅法律事務所との間に特別な関係はありません。
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地 位 氏 名 担当・委嘱業務

代 表 取 締 役 社 長 多田野 宏 一 開発部門統括

取締役・執行役員専務 鈴 木 正
CS部門・国内営業部門・海外営業部門・欧
州事業部門・米州事業部門統括、営業統括部
門担当

取締役・執行役員常務 大 薮 修 二
生産部門・購買部門・品質安全部門・中国事
業部門統括、企画管理部門担当

取 締 役 伊 藤 伸 彦

取 締 役 吉 田 康 之

執 行 役 員 常 務
アレクサンダー・
クネヒト

欧州事業部門担当、ファウンGmbH取締役
社長

執 行 役 員 常 務 北 野 尚 夫 国内営業部門担当、営業統括部門担当補佐

執 行 役 員 常 務 奥 山 環 生産部門・購買部門担当、志度工場長

執 行 役 員 常 務 西 陽一朗 開発部門担当

執 行 役 員 常 務 飯 村 慎 一
海外営業部門・米州事業部門担当、営業統括
部門担当補佐

執 行 役 員 程 箭 中国事業部門担当、中国総代表

執 行 役 員 内 田 秀 三
中国事業部門担当補佐、北起多田野（北京）
起重機有限公司総経理

執 行 役 員 澤 田 憲 一 CS部門担当、部品部長

執 行 役 員 川 本 親 SVE推進部門担当

執 行 役 員 � 梨 利 幸 国内営業部門担当補佐、国内営業企画部長

執 行 役 員 藤 野 博 之 品質安全部門担当

執 行 役 員 北 村 明 彦 企画管理部門担当補佐、企画管理部長

執 行 役 員 高 木 啓 行 生産部門・購買部門担当補佐、購買第一部長

執 行 役 員 多田野 有 司
開発部門担当補佐、技術研究所長兼開発企画
部長

執 行 役 員 柿 沼 陽
米州事業部門担当補佐、タダノ・アメリカ
Corp．取締役社長兼タダノ・アメリカ・ホー
ルディングス Inc．取締役社長

７．平成２３年４月１日現在の取締役及び執行役員の担当・委嘱業務は、以下のとおり
であります。
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� 取締役及び監査役の報酬等

� 取締役及び監査役の報酬等の額

� 取締役及び監査役の報酬等の額の決定に関する方針

当社は取締役及び監査役の報酬等の額の決定に関しては、定款の定

めに従い、株主総会の決議によって定められております。なお、平成

２０年６月２４日開催の第６０回定時株主総会決議により取締役の報酬限度

額は年額４５０百万円以内（うち社外取締役分は年額６０百万円以内）、監

査役の報酬額は年額１００百万円以内（うち社外監査役分は年額４０百万

円以内）となっております。

具体的な取締役及び監査役の報酬の算定につきましては、取締役に

ついては役位別月額報酬額に、それぞれの業績等を勘案のうえ算定

し、監査役については監査役会にて決定した基準に従い算定しており

ます。

区 分 支給人員 報酬等の額

取 締 役 ６名 １６３百万円（うち社外取締役２名 ２０百万円）

監 査 役 ４名 ４５百万円（うち社外監査役２名 １９百万円）

（注）１．使用人兼務取締役の使用人給与相当額（賞与含む）は支払っておりません。
２．上記には平成２２年６月２５日開催の第６２回定時株主総会終結の時をもって退任いた
しました取締役１名を含んでおります。
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� 社外取締役及び社外監査役に関する事項

� 社外取締役及び社外監査役の当期における主な活動状況

� 責任限定契約の内容の概要

社外取締役及び社外監査役につきましては、当社との間で会社法第

４２３条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、

当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額で

あります。

区 分 氏 名 主な活動状況

取 締 役 伊藤 伸彦
当期開催の取締役会１６回のうち１３回に出席し、主
に企業経営に関する豊富な知識・経験等に基づく
観点から、適宜発言をしております。

取 締 役 吉田 康之
当期開催の取締役会１６回のすべてに出席し、主に
シンクタンクで培った豊富な知識・経験等に基づ
く観点から、適宜発言をしております。

監 査 役 石川 博文

当期開催の取締役会１６回のうち１５回、監査役会１４
回のすべてに出席し、主にコンプライアンスに関
する豊富な知識・経験等に基づく観点から、適宜
発言をしております。

監 査 役 三宅雄一郎
当期開催の取締役会１６回のうち１３回、監査役会１４
回のうち１１回に出席し、主に弁護士としての専門
的見地から、適宜発言をしております。
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４． 会計監査人の状況

� 会計監査人の名称 有限責任監査法人トーマツ

� 当期中に係る会計監査人の報酬等の額

� 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社都合の場合の他、会計監査人が、会社法・公認会計士法等の法令

に違反・抵触した場合及び公序良俗に反する行為があったと判断した場

合、監査役会は、その事実に基づき当該会計監査人の解任又は不再任の

検討を行い、解任又は不再任が妥当と判断した場合は、監査役会規程に

則り、当該会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会の付議

議案とすることを取締役会へ請求し、取締役会はそれを審議いたします。

（備考） 本事業報告中に記載の表示単位の金額及び株式数並びに持株比率は、数値未満を切り捨てております。

会計監査人の報酬等の内容 支払額

� 当社が公認会計士法第２条第１項の監査証明業
務の対価として支払うべき報酬等

４５百万円

� 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額

４７百万円

（注）１．会計監査人との契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬額を区分しておりませんので、�の金額には金融商品取引法に基づく監
査の報酬等の額を含めております。
２．重要な子会社のうち、ファウンGmbH及びタダノ・ファウンGmbHは、デロイ
ト トウシュGmbH、タダノ・アメリカCorp．は、デロイト トウシュ LLPの監査
を受けております。
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メモ欄
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連結貸借対照表（平成２３年３月３１日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
繰 延 税 金 資 産
短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

９６，６４８
３０，３７８
３０，４９８
１４，２２１
１０，５２６
６，０２３
１，９１２
１，４８７
２，２６６

△ ６６５

４９，５１６
３４，５６５
１０，２１０
３，３１１
１９，７５４
３０７
１３
９６６

８２７

１４，１２４
５，６１２
５，９９８
３，１１０

△ ５９７

（負 債 の 部）
流 動 負 債

支払手形及び買掛金
短 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
未 払 金
未 払 法 人 税 等
製 品 保 証 引 当 金
債務保証損失引当金
未経過割賦販売利益
そ の 他

固 定 負 債
社 債
長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
繰 延 税 金 負 債
再評価に係る繰延税金負債
退 職 給 付 引 当 金
負 の の れ ん
そ の 他

３０，０７６
１４，４２５
７，９３０
１６５

２，７４７
３１８
８７８
０
６３１

２，９７８

４０，４９５
２０，０００
１１，７８９
３０４
２１９

２，８０４
４，８８０
１
４９６

負 債 合 計 ７０，５７１

（純 資 産 の 部）
株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
自 己 株 式

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
土地再評価差額金
為替換算調整勘定

少 数 株 主 持 分

８０，３５７
１３，０２１
１６，８４８
５２，６９２

△ ２，２０５
△ ５，３５１

５５８
△ ５６
△ ５，８５３

５８７

純 資 産 合 計 ７５，５９４

資 産 合 計 １４６，１６５ 負 債 純 資 産 合 計 １４６，１６５
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連結損益計算書（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高
売 上 原 価

８９，８０７
７４，４７４

割賦販売利益繰延前売上総利益
未 経 過 割 賦 販 売 利 益 戻 入
未 経 過 割 賦 販 売 利 益 繰 入

４２９
１７

１５，３３３

４１１

売 上 総 利 益
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

１５，７４５
１９，４７８

営 業 損 失 ３，７３３

営 業 外 収 益
受 取 利 息
割 賦 販 売 受 取 利 息
受 取 配 当 金
負 の の れ ん 償 却 額
雑 収 益

７０
２０９
１１３
９
５５１ ９５４

営 業 外 費 用
支 払 利 息
雑 損 失

７１９
３８７ １，１０７

経 常 損 失 ３，８８６

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益
貸 倒 引 当 金 取 崩 益

４
０
２９１ ２９７

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損
減 損 損 失
投 資 有 価 証 券 評 価 損
貸 倒 引 当 金 繰 入
会 員 権 評 価 損
損 害 賠 償 金
退 職 給 付 制 度 改 定 損
特 別 退 職 金
災 害 に よ る 損 失

２４
１，６８９
１，９８１
０
４
９５

１，２３９
１５７
５９ ５，２５２

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税
法 人 税 等 調 整 額

５０６
△ ２，６１９

８，８４１

△ ２，１１２

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失
少 数 株 主 損 失

６，７２９
６

当 期 純 損 失 ６，７２２
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連結株主資本等変動計算書
（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで） （単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

平成２２年３月３１日現在 １３，０２１ １６，８５２ ５９，８０８ △２，１６６ ８７，５１６

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △ ３８１ △ ３８１

当期純損失 △６，７２２ △６，７２２

自己株式の取得 △ ４７ △ ４７

自己株式の処分 △ ４ ８ ３

土地再評価差額金の取崩 △ １１ △ １１

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 △ ４ △７，１１５ △ ３８ △７，１５８

平成２３年３月３１日現在 １３，０２１ １６，８４８ ５２，６９２ △２，２０５ ８０，３５７

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

土地再評価
差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

平成２２年３月３１日現在 △ ２２１ △ ６８ △３，２９０ △３，５８０ ６７３ ８４，６０８

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △ ３８１

当期純損失 △６，７２２

自己株式の取得 △ ４７

自己株式の処分 ３

土地再評価差額金の取崩 △ １１

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） ７８０ １１ △２，５６２ △１，７７０ △ ８５ △１，８５６

連結会計年度中の変動額合計 ７８０ １１ △２，５６２ △１，７７０ △ ８５ △９，０１４

平成２３年３月３１日現在 ５５８ △ ５６ △５，８５３ △５，３５１ ５８７ ７５，５９４
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貸借対照表（平成２３年３月３１日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
繰 延 税 金 資 産
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
特 許 権 等
借 地 権
ソ フ ト ウ ェ ア
リ ー ス 資 産
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
長期滞留営業債権
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

７７，２５１
２４，２３２
８，１６３
２４，２７３
８，９８７
５，６７６
３，５１６
１，１８７
７０１
９３５

△ ４２０

６１，８６２
２７，６００
７，６２６
９９３

２，５０６
４７
３２６

１５，８１１
２８８

３９６
８
２９
８０
８２
１９５

３３，８６５
５，５４８
８，８０９
４

１３，３３１
５１１

５，６２８
５２３

△ ４９１

（負 債 の 部）
流 動 負 債

支 払 手 形
買 掛 金
短 期 借 入 金
一年内に返済すべき長期借入金
リ ー ス 債 務
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
製 品 保 証 引 当 金
債務保証損失引当金
未経過割賦販売利益
割賦販売前受利息
そ の 他

固 定 負 債
社 債
長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
再評価に係る繰延税金負債
退 職 給 付 引 当 金
長 期 未 払 金
そ の 他

２７，６９８
２，５９４
１４，７３２
３，２００
３，４２０
１４５

１，４９９
９８９
４４
１０
３３７
０
１７
２５２
４５４

３８，９９９
２０，０００
１１，２５０
２４３

２，８０４
４，２３２
５５
４１２

負 債 合 計 ６６，６９７

（純 資 産 の 部）
株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
その他資本剰余金

利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金
別 途 積 立 金
繰越利益剰余金

自 己 株 式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
土地再評価差額金

７１，９１４
１３，０２１
１６，９５５
１６，９１３
４１

４４，１４２
２，４０９
４１，７３３
７０５

２７，０６０
１３，９６８

△ ２，２０５
５０１
５５８

△ ５６

純 資 産 合 計 ７２，４１５

資 産 合 計 １３９，１１３ 負 債 純 資 産 合 計 １３９，１１３

―２０―



損益計算書（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで） （単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高
売 上 原 価

６９，５６１
５７，９６７

割賦販売利益繰延前売上総利益
未 経 過 割 賦 販 売 利 益 戻 入
未 経 過 割 賦 販 売 利 益 繰 入

２６
１７

１１，５９４

８

売 上 総 利 益
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

１１，６０２
１５，５２２

営 業 損 失 ３，９１９

営 業 外 収 益
受 取 利 息
割 賦 販 売 受 取 利 息
受 取 配 当 金
雑 収 益

４２
１７５
３７２
３１１ ９０１

営 業 外 費 用
支 払 利 息
社 債 利 息
雑 損 失

３２０
２６４
３０６ ８９０

経 常 損 失 ３，９０９

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益
貸 倒 引 当 金 取 崩 益

６
０
２０１ ２０７

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損
減 損 損 失
投 資 有 価 証 券 評 価 損
貸 倒 引 当 金 繰 入
会 員 権 評 価 損
損 害 賠 償 金
退 職 給 付 制 度 改 定 損
災 害 に よ る 損 失

２１
１３

１，９８１
０
４
８８

１，２３９
５４ ３，４０２

税 引 前 当 期 純 損 失
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税
法 人 税 等 調 整 額

１５１
△ ３，０２９

７，１０３

△ ２，８７８

当 期 純 損 失 ４，２２５

―２１―



株主資本等変動計算書
（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで） （単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資 本
準備金

その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金
利 益
剰余金
合 計

固定資産
圧 縮
積 立 金

別 途
積立金

繰 越
利 益
剰余金

平成２２年３月３１日残高 １３，０２１ １６，９１３ ４５ １６，９５９ ２，４０９ ７０９ ２７，０６０ １８，５８２ ４８，７６１

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △ ４ ４ ―

剰余金の配当 △ ３８１ △ ３８１

当期純損失 △４，２２５ △４，２２５

自己株式の取得

自己株式の処分 △ ４ △ ４

土地再評価差額金の取崩 △ １１ △ １１

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 △ ４ △ ４ △ ４ △４，６１３ △４，６１８

平成２３年３月３１日残高 １３，０２１ １６，９１３ ４１ １６，９５５ ２，４０９ ７０５ ２７，０６０ １３，９６８ ４４，１４２

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計
自 己
株 式

株 主
資 本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

土 地
再 評 価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

平成２２年３月３１日残高 △２，１６６ ７６，５７５ △ ２２１ △ ６８ △ ２９０ ７６，２８５

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 ― ―

剰余金の配当 △ ３８１ △ ３８１

当期純損失 △４，２２５ △４，２２５

自己株式の取得 △ ４７ △ ４７ △ ４７

自己株式の処分 ８ ３ ３

土地再評価差額金の取崩 △ １１ △ １１

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額）

７８０ １１ ７９２ ７９２

事業年度中の変動額合計 △ ３８ △４，６６１ ７８０ １１ ７９２ △３，８６９

平成２３年３月３１日残高 △２，２０５ ７１，９１４ ５５８ △ ５６ ５０１ ７２，４１５

―２２―
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（注）本招集通知の添付書類に記載されている連結計算書類は、会計監査人が会計監査報
告を作成するに際して監査をした連結計算書類の一部であります。なお、法令及び
当社定款第１４条に基づき記載していない連結計算書類の注記については、インター
ネット上の当社ウェブサイト（http : //www．tadano．co．jp/）に掲載しております。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平 成２３年 ５ 月 ９ 日

株式会社 タ ダ ノ
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 岡 林 正 文 ○印

公認会計士 久 保 誉 一 ○印

当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社タダノの
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書
類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計
算書について監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、
当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明するこ
とにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な
虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査
は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書
類の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意
見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社タダノ及び連結子会社から
成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべて
の重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以 上

指定有限責任社員
業務執行社員

―２３―
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（注）本招集通知の添付書類に記載されている計算書類は、会計監査人が会計監査報告を
作成するに際して監査をした計算書類の一部であります。なお、法令及び当社定款
第１４条に基づき記載していない計算書類の注記については、インターネット上の当
社ウェブサイト（http : //www．tadano．co．jp/）に掲載しております。

会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平 成２３年 ５ 月 ９ 日

株式会社 タ ダ ノ
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

公認会計士 岡 林 正 文 ○印

公認会計士 久 保 誉 一 ○印

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社タ
ダノの平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの第６３期事業年度の計算
書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに
その附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の
作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及び
その附属明細書に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属
明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求め
ている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として
の計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査
法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して
いる。
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一
般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ
の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以 上

指定有限責任社員
業務執行社員

指定有限責任社員
業務執行社員

―２４―



監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
当監査役会は、平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの第６３期事業年度の取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のと
おり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報
告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査方針、監査計画等に従い、取
締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締
役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務
及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法
令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために
必要なものとして会社法施行規則第１００条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役
会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役
及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明いたしました。事業報告に記載されている会社法施行規則第１１８条第３号イの基
本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その
内容について検討を加えました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及
び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、
当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成１７年１０月２８日
企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以
上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動
計算書）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株
主資本等変動計算書）について検討いたしました。

２．監査の結果
� 事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事
項は認められません。

四 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する
基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法
施行規則第１１８条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同
の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではな
いと認めます。

� 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
� 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成２３年５月１３日
株式会社 タ ダ ノ 監査役会

常勤監査役 中 西 正 晴 ○印
常勤監査役 宇 川 悦 栄 ○印
常勤監査役（社外監査役） 石 川 博 文 ○印
社外監査役 三 宅 雄一郎 ○印

以 上

―２５―
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